
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先   山梨県教育庁義務教育課 

〒400-8506 甲府市丸の内 1-6-1 

055-223-1757 

今後、変更点の追加等があった場合は、ホームページやメールでお知らせします。 

詳細については令和５年５月上旬に配布予定の実施要項で確認してください。 

その他の教員選考検査に関するお知らせについても、義務教育課ホームページを 

ご覧ください。 

あなたも、 

山梨の先生に！ 

〇第一次検査の県外会場実施（対象：小学校） 

一般選考の小学校受検希望者で、県外会場での受検を希望する者（６０名程度）に

ついて、県内会場と同日同時間に、県外会場（東京会場）での検査を実施します。 

〇他の都道府県・政令指定都市の正規教員を対象とした

特別選考（対象：すべての校種・職種） 

現在、他の都道府県・政令指定都市の公立の小・中・高・特別支援学校の教諭もしく

は養護教諭・栄養教諭として正規教員の職にある者のうち、小論文による選考を通過し

た者は、第一次検査を免除します。（現在の種別・教科（科目）で出願する場合に限る） 

〇第一次検査の一般・教職教養の解答をマークシート方式

に変更 
第一次検査の一般・教職教養の解答をマークシート方式に変更します。 

〇加点要件の拡大（対象：小学校） 

小学校受検希望者のうち、幼稚園教諭の免許を取得している者（または取得見込み

の者）に、一次検査の得点へ５点を加えます。 

〇高等学校の社会人特別選考における募集教科を拡大 
 高等学校の社会人特別選考の募集教科を、工業、農業に加え、情報、福祉にも拡大
します。 


